
宮 崎 県 公 報 平成22年７月２日（金曜日） 号外 第69号

発行・印刷 宮 崎 県

宮崎市橘通東 2丁目10番 1号

発 行 定 日 毎週月・木曜日

平成22年７月２日（金曜日） 号外 第69号 購読料（送料共） １年 36,000円

目 次

頁

告 示 正 誤

○家畜伝染病の家畜等の移動の制限の変更 （畜産課）１ ○平成22年６月11日付け県公報（号外第52号）中 ２

宮 崎 県 公 報

- 1 -

高塚及び永迫を除く。）、水流迫、堤、須木奈佐木の一部

（猫坂、川添、払谷、下前田、橋谷、町元、鳥越、中島、

横谷、山ノ口及び永迫）、須木下田の一部（下宇都、坂本

宮崎県告示第 437号の２ 谷、小野、中野、轟下、大王谷、冷水、唐池、麓上原、桑

家畜伝染病の家畜等の移動の制限の変更（平成22年宮崎県告示第 原谷、相牟田、松ノ本、園田、下田中島、下田、鶴園、片

370号の２）を次のとおり変更する。 地、洗崎、永田、ヲドノ及び軍谷）、須木内山の一部（須

平成22年７月２日 志原、神ノ原、内山、東ノ前及び瀬越）及び野尻町三ヶ野

宮崎県知事 東国原 英 夫 山の一部（中村、中原、建平、下久保、野戸谷、奈良塚、

１ 搬出を制限する区域 栗須、橋ノ元、岩坂、永山、小宇都、永尾、山神、前田、

 搬出を制限する家畜の種類 内木場、鳥居松、萩原、五反田、一本松、上ノ園、三ヶ野

牛、水牛、めん羊、山羊、豚、しか及びいのしし（生体に限 山、佐土原、山田口、蓑ヶ池、松山、大迫口、佐土元、橋

る。） ノ口、下ノ原、八所、川路、瀬戸ノ口、大眠、岩瀬口、大

 搬出を制限する物品 萩、西原、来見ヶ迫、佐土瀬原、園牟田、釘松、柿川内、

病原体をひろげるおそれのある物品 湯ノ元、松ノ元、渡り口、亀甲、大脇渡、桃ノ木及び四丁

 搬出を制限する区域 面）

ア 平成22年宮崎県告示第 370号の２の１のに掲げる区域に  都城市上水流町の一部（十三束、川桶仮、藤ヶ迫、長牟

、以下の区域を追加する。 田、森田原、外堀、中道、野首、陳、陳ノ口、中牟田、香

 宮崎市高岡町内山の一部（前田、宮ノ尾、谷ノ口、新開 原、陳ノ下、栫下、羽根田、古城、栫口、西原、中島、古

、小峰、高野、徳右衛門釜、西山、東和石、西和石、水神 川、中須、下水流、瀬越、平原、王子前、久保田、平田、

迫、入込、小屋尾、八ノ久保、立石及び東山）及び高岡町 車田、長洲束、下川原、向川原、上川原及び柳原）、下水

浦之名の一部（相ヶ谷、下六、宇都水流、小田元、久木野 流町の一部（川畑、王子川原、平原、清国、竹原及び築地

及び茶屋原） ）、野々美谷町、丸谷町の一部（下ノ園、稲荷田、山ノ田

 小林市野尻町紙屋の一部（山城、漆野原、城原、真崎、 、銅谷、堀頭、万ヶ塚、狸尾、爼板、流合、渡り口、渡元

前平、新村、漆野、高山、部当、真幸田、市ノ瀬、谷ノ口 、薄谷、遠目塚、市ノ下、下ノ原、柊原、干太堀、榎木原

、五反田、小丸、太尾、仮屋谷、米川内、実参、竹ノ下、 、前畑、橋口、下川原、上川原、谷ノ口、四万培、植松原

下村、後原、牧ノ谷、石切、長瀬、瀬戸ノ口、宮ノ前、山 、上大五郎、本池、麻生迫、原下、中大五郎、下大五郎、

宮、川内、中水流、内神田、花立原、上ノ原、堀切、立神 下境、水ノ谷、長牟田及び米田）、高木町、神之山町、金

原、沖ノ尾、枯木迫、中、池ノ尾、下谷及び池ノ原） 田町、都北町、太郎坊町、吉尾町、大王町、平江町、前田

 都城市高城町四家の一部（平八重、本八重、雀ヶ野、様 町、小松原町、栄町、北原町、中原町、妻ヶ丘町、菖蒲原

ヶ野及び蓑野のうち市道蓑野中通線以東） 町、年見町、広原町、立野町、早水町、郡元１丁目、郡元

イ アに掲げる区域から、以下の区域を除いた区域とする。 ２丁目、郡元３丁目、郡元４丁目、郡元町、祝吉、祝吉１

 高原町大字広原、大字蒲牟田及び大字西麓の一部（水分 丁目、祝吉２丁目、祝吉３丁目、祝吉４丁目、千町、上川

、藤頭、上水天原、下水天原、蒲牟田原、上大迫、一里山 東１丁目、上川東２丁目、上川東３丁目、上川東４丁目、

、山神後、広原、立山、鎮守ノ下、上馬場、下馬場、中ノ 下川東１丁目、下川東２丁目、下川東３丁目、下川東４丁

出口、二本松、前ノ原、馬登、大迫、代五郎、原ノ出口、 目、庄内町、乙房町、菓子野町、関之尾町の一部（餅田、

村中、畑間、遠目塚、城ノ下、西城戸、城ノ向、天付、湯 丸山、石町、梅木川原、多羅木、西ノ切、上和田、中牟田

ノ崎、屋敷野、梅ヶ谷、坂ノ上、梅ヶ久保及び池ノ原） 、新町、王子川原、正牟田、次牟田、中次、川崎、池ノ尾

 小林市南西方の一部（下水流、十三塚、板橋、石氷、熊 、上牧、中牧、牧跡、上ノ段、萩ノ尾、関之尾、大坪川原

迫、小久保、立山、平原、孝ノ子、今村、堂田、浜ノ座、 及び新開）、横市町、都原町の一部（都原）、志比田町の

吉村、瀬戸岡及び土橋）、北西方の一部（有村、前原及び 一部（ニタ元及び城下谷を除く。）、南横市町の一部（宮

種子田原）、細野、真方、東方の一部（坂ノ下、鵜戸丸、 下、高崎、平田、早馬原、和田、胡摩設、尻枝、八反田、
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柳田、坂元、加治屋、星原、田谷、吉原及び緑原）、高野 ウ 小林市須木内山の一部（楠谷及び岩前）、野尻町東麓、野

町の一部（板川内、後迫、池田ヶ谷、前田、フケ原、島越 尻町紙屋及び野尻町三ヶ野山の一部（切畑、寺田、馬渡、出

、四日田、大俣、夫婦谷、山下完口、大迫、上段、山ノ口 水、相牟田、小水流、上ノ原、下り山、福ヶ迫、中尾、前畑

、中ノ段、和田敷、見返、荻原、道下、村前、中野、木綿 、大迫、権現崎、後原、水流平、入水、大塚原、東原、小坂

ヶ野、前谷及び黒生）、美川町、夏尾町、御池町の一部（ 下、大脇、大丸、勢ヶ迫、丸岡、野森原、大脇前、小坂、井

横尾、札立原、戸ノ口及び折生ヶ久保）、花繰町、一万城 出水、大谷及び丸山）

町の一部（一万城及び広原）、高崎町前田の一部（越尾、 エ 都城市岩満町、上水流町の一部（曲田丸、屏風谷及び松ヶ

中渡、池谷、福堂、柏脇平及び星塚）、山田町山田の一部 迫）、下水流町の一部（天神原、立木、木場代、火打水流、

（小鍋、吉牟田、長尾下、諏訪原、諏訪ノ下、境谷、牛谷 波篭口、倉満、脇畑、野添、諏訪前、赤池、中間、倉内、北

ノ下、新屋敷、牛谷ノ前原、花沢、当ノ木迫及び焼山を除 鶴、南鶴、松永島、元牟田、小岡原、池田、佐土ヶ中、中須

く。）、山田町中霧島、高城町穂満坊の一部（馬場、軍神 及び長崎）、丸谷町の一部（鶴田、西ノ丸、乗峯、堂山、一

原、茶園原、鷺窪、前田、大丸、小金丸、花立、洗田、板 貫水、大門、楠牟礼、阿布施、荒ヶ田、狸穴、松ヶ森及び西

敷、清水、真米田、間ヶ塚、和田、鳥井前、下土器田、桑 ノ谷）、高崎町笛水、高崎町江平、高崎町縄瀬、高崎町大牟

木丸及び同栗）、高城町桜木、高城町大井手、高城町高城 田、高崎町東霧島、高崎町前田の一部（越尾、中渡、池谷、

、山之口町山之口の一部（新道、広田、高畑、下り谷、栗 福堂、柏脇平及び星塚を除く。）、山田町山田の一部（小鍋

の木、平石、笹野、箕作、三十山、北崎、馬貫、ホゲ野、 、吉牟田、長尾下、諏訪原、諏訪ノ下、境谷、牛谷ノ下、新

東原、永野、赤仁田、芋田、大丸、中野、青井岳及び弥太 屋敷、牛谷ノ前原、花沢、当ノ木迫及び焼山）、高城町四家

郎を除く。）、山之口町花木及び山之口町富吉 、高城町有水、高城町石山、高城町穂満坊の一部（後迫、小

 三股町五本松、稗田、新馬場、花見原、中原、今市、大 丸、宮下、才原、山路、野中及び斉道）及び山之口町山之口

字宮村の一部（植木）、大字樺山の一部（山内、大谷、山 の一部（新道、広田、高畑、下り谷、栗の木、平石、笹野、

下、中島、出水、外戸口、向原、八谷、植木原、古堀、河 箕作、三十山、北崎、馬貫、ホゲ野、東原、永野、赤仁田、

辺田、原田、迫田、南田、平田、蔵元、宮田、大工原、五 芋田、大丸、中野、青井岳及び弥太郎）

本松、栗原、後畑、射場迫、町前、松原、塚原、天神､上

沖、新道、東原、射場前、榎堀、稗田、唐橋、花見原、沖

水原、中原、下沖、早馬下、天神下、池ノ元、塚下、中川

原、竹下、稲荷下、稗久保、石坂、井手口及び細目）、大 平成22年６月11日付け県公報（号外第52号）中

字餅原、大字蓼池及び大字長田の一部（山田川原、車場、

堂の下、栗山、杉木水流、中川原、一本松、前川原、瀬ノ ページ 段 行 誤 正

口、柳田、水戸口、上山田、宮前、立岩、稗宮、丸岡、宮

尾、高才、霧島待、陣ノ尾、セカイ、仁田山、唐杉、宮田 ２ 左 33 北川内 北河内

、山神迫、松ヶ迫、千才丸、向原、犬房ケ迫、早馬田、関

田、立野、方境、崎田、石ヶ迫、池ノ谷、折敷田、小椎迫

、馬場田、杉ケ谷、城内、中原、天神原、坂ノ下、諏訪原

、原、栗巣、牧、福留、出谷、轟木、火の口、大川原、

牧野、小川内、木場、御崎原、宮脇、温川、長原、平山、

大八重、折付、政矢谷、椎八重、大野、川内、走持、内ノ

川内、板ヶ谷、酎子口、高野、秋丸、佐渡脇、天木野、尾

佐川、下仮屋及び壱堂）

 宮崎市田野町の一部（餠ヶ瀬田尾）

２ 移動を制限する区域

 移動を制限する家畜の種類

牛、水牛、めん羊、山羊、豚、しか及びいのしし

 移動を制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

 移動を制限する区域

平成22年宮崎県告示第 370号の２の２のに掲げる区域から

、以下の区域を除いた区域とする。

ア 宮崎市高岡町内山の一部（前田、宮ノ尾、谷ノ口、新開、

小峰、高野、徳右衛門釜、西山、東和石、西和石、水神迫、

入込、小屋尾、八ノ久保、立石及び東山）及び高岡町浦之名

の一部（相ヶ谷、下六、宇都水流、小田元、久木野及び茶屋

原）

イ 高原町大字後川内及び大字西麓の一部（瀬口、田ノ尻、目

ノ崎、鹿児山、木場谷及び横折）


